
【ⅰ 育成環境課子ども手当管理室関係】
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○ 平成２４年度以降の子どものための手当等について

（１）法案提出までの経緯

現行の子ども手当制度については、「子どもに対する手当制度のあり

方について」（平成23年８月４日、民主党・自由民主党・公明党幹事長

・政調会長合意）を踏まえ、平成23年８月17日に「平成23年度における

子ども手当の支給等に関する特別措置法案」を国会に提出、８月26日に

成立、10月１日より施行となったところである。（関連資料１、２参照）

平成２４年度以降の手当制度については、「国と地方の協議の場」の

協議の結果も踏まえ、「４大臣合意」（平成23年12月20日）がとりまと

められ、本合意に基づいて平成２４年度予算（案）に所要額を計上した

ところである。（関連資料３、４参照）

平成24年度予算（案）について

○給付総額：２兆2,857億円（公務員分を含む）

（国：１兆3,283億円、地方：7,831億円、事業主：1,742億円）

※平成24年２月・３月分は、現行の特別措置法に基づく費用を計上

※平成24年４月分から平成25年１月分は、４大臣合意に基づき費用を計上

○国と地方は、２対１の負担割合で負担。事業主負担は、被用者（所得制限内）

３歳未満の15分の７。

また、平成２２年度税制改正による所得税・住民税の年少扶養控除の

廃止等に伴う地方財政の増収分については、４大臣合意に基づき、平成

２４年度では、次のとおり国と地方の負担調整を行うこととしている。

地方増収分（5,050億円）の取扱いについて（平成24年度）

①現金給付の地方負担 1,087億円（国：地方＝２：１）

※所得制限超世帯への措置は月額5,000円を前提

②子ども手当特例交付金 1,353億円

③減収補填特例交付金 500億円

④地方の自由度の拡大にあわせた一般財源化等 1,841億円

・子育て支援交付金（地方独自の子育て支援推進事業等）（93億円）

・地域子育て創生事業（124億円）

・子ども手当事務取扱交付金（98億円）
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・国民健康保険都道府県調整交付金（1,526億円）

⑤平成24年度における暫定的対応として、特定疾患治療研究事業の地方の

超過負担の財源として活用 269億円

このうち、「子ども手当事務取扱交付金」については、従前の児童

手当に係る事務費が既に一般財源化されていること、来年度以降の手当

制度が児童手当法の改正により一つの手当として恒久化する予定である

ことから、交付事務の簡素化の観点も踏まえ、一般財源化することとし、

年少扶養控除の廃止等による地方財政の増収分で対応することとした。

また、平成２４年度以降の子どものための手当の実施に係る市町村の

システム改修経費については、安心こども基金を活用して実施できる

よう、平成２３年度第４次補正予算において所要額を確保したところで

ある。（安心こども基金は平成２４年度末まで実施期限を延長）

国から都道府県に対しては、各基金の執行状況も踏まえ、平成２３年

度中に所要額を交付する予定である。

（２）法案の内容

来年度以降の手当制度については、４大臣合意に基づき、「児童手当

法の一部を改正する法律案」を今通常国会に提出したところであり

（平成24年１月27日提出）、本法案の内容は以下のとおりである。

（関連資料５、６参照）

児童手当法の一部を改正する法律案

（１）「子どものための手当の支給に関する法律」に改正

（２）「子どものための手当」の支給額（所得制限は平成24年６月分から実施）

※ 所得制限の基準は、960万円（夫婦・子ども２人世帯）。扶養親族

数等に応じた加減等を行い、一方で被用者・非被用者の水準は同一。

所得制限未満の者 所得制限以上の者

３歳未満 月額 15,000円

月額 5,000円
３歳～

　小学生

第１・２子 月額 10,000円

第３子以降 月額 15,000円

中学生 月額 10,000円
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（３）費用負担

○国と地方（都道府県・市町村）の負担割合は、２：１

○事業主負担は、被用者の３歳未満（所得制限額未満）の７／15

○公務員分については全額所属庁の負担

（４）その他

○子ども手当特別措置法に盛り込んだ以下の事項を本法案にも規定

①子どもに対しても国内居住要件を設ける（留学中の場合等を除く）

②児童養護施設に入所している子ども等についても、施設の設置者等に支

給する形で手当を支給

③未成年後見人や父母指定者（父母等が国外にいる場合のみ）に対しても、

父母と同様（監護・生計同一）の要件で手当を支給（父母等が国外居住

の場合でも支給可能）

④監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、子どもと同居してい

る者に支給（離婚協議中別居の場合に支給可能、単身赴任の場合を除く）。

⑤保育料を手当から直接徴収できる仕組み、学校給食費等については本人

同意により手当から納付することができる仕組みとする

現行の特別措置法による制度を、新しい制度へ円滑に移行するために

は、年度内の成立が不可欠である。このため、政府としては、与野党間

で速やかに協議いただくよう、お願いしているところである。

今後、国会で議論が行われるものと考えており、その結果を踏まえ、

法案の内容の変更があり得るが、その際は随時情報提供していきたい。

［これまでの子ども手当からの変更点等］

政府提出法案で、現行の子ども手当制度から取扱いが変更となる主な

点については、以下のとおりである。

（１）所得制限の導入（平成24年６月分から）

○年収960万円（夫婦・子ども２人）を基準に政令で定める

○所得制限限度額以上の者には子ども１人につき一律月額5,000円を支給

※ 具体的な所得制限限度額について、現時点では関連資料６のとお

り案を検討中

（２）施設入所等子どもに関する施設等の範囲（平成24年６月から）

児童福祉法に基づく指定医療機関に入院している子ども(児童福祉法第2

7条第２項の規定に基づき都道府県が委託している子どもに限る）について

も、「施設入所等子ども」として、指定医療機関の設置者に対して支給。
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※ 指定医療機関に入院している子どもに係る認定請求については、半

年間（６月～11月末日）の申請猶予期間を設ける

※ 指定医療機関に入院している施設入所等子どもにかかる情報につい

ては、現行の特別措置法施行時と同様の方法により、都道府県から当

該施設入所等子どもの保護者の住所地の市町村に対して情報提供して

いただきたい

（３）婦人保護施設等に親子で入所している場合の受給者（平成24年６月から）

婦人保護施設等に入所している高校生相当の父又は母（15歳に達する日

以後の最初の３月31日を経過し18歳に達する日以後最初の３月31日までの

間にある者）が、中学校修了前の子どもと同一の施設に入所している場合、

当該父又は母を受給者とする（現行制度では施設等設置者が受給者）。

※ 該当する父又は母の認定請求については、半年間（６月～11月末日）

の申請猶予期間を設ける

（４）民法改正による未成年後見人の取扱い（平成24年４月から）

「民法等の一部を改正する法律」の施行（平成24年４月）に伴い、未成

年後見人については、①法人も対象、②複数選任されることも可能となる。

これを踏まえ、手当制度の未成年後見人の取扱いについても、以下のとお

り見直し。

・法人の未成年後見人の場合も、個人の場合と同様、支給対象とする。

この際、申請先は主たる事務所の所在地の市町村とし、所得制限及び

子どもの数による支給額の差は設けない

・未成年後見人が複数選任された場合は、生計を維持する程度の高い未

成年後見人に対して支給

（５）本人申出により手当から徴収できる費用の対象拡大（平成24年４月から）

現行の特別措置法で申出があれば手当から徴収できる費用とされている

保育料や学校給食費等について、通常保育の保育料に類する費用を追加（具

体的対象費用については省令で今後定めるが、延長保育料、休日保育料、

一時預かりの利用料、家庭的保育の利用料などを検討中）。

平成２４年６月から新たに支給対象となる者（上記（２）及び（３）

のケース）については、６月以降新たに申請が必要となるため、都道府

県では、施設所管部局等と連携のうえ、申請勧奨にかかる取組をお願い

したい。また、受給資格者の住所地（所在地）の市町村も、同様に取組

をお願いしたい。
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また、今回の法案では、制度施行時点（平成24年４月１日）で、支給

要件や支給額が「子ども手当特別措置法」と全く同一になっている。

このため、施行日の前日に現行の子ども手当特別措置法の認定を受け

ている方（手当の支払を一時差し止められている方などを除く）が支給

要件に該当するときは、「子どものための手当」の認定があったものと

みなす（以下「みなし認定」という。）こととし、施行日の属する月分

（４月分）から支給することとする。

この場合、みなし認定した者に対する認定通知及び現行の子ども手当

の支給事由消滅処分・消滅通知も不要とする。

なお、来年度以降の制度に対応する認定通知書等の様式案について、

政府提出法案を前提に作成し、今回お示しするものであるが、国会での

議論を踏まえ、内容に変更等があった場合は、様式案も変更となる可能

性も十分あり得るので、ご留意いただきたい。

（３）子どものための手当交付金の交付事務等について

平成２４年度における法律上の名称（政府提出法案）と予算科目の

関係は以下のとおりとなる予定。

法律上の名称 予 算 科 目

・子どものための手当交付金 （項）子どものための金銭の給付交付金

（目）子どものための金銭の給付交付金

・子ども手当交付金 （項）子どものための金銭の給付交付金

（目）子どものための金銭の給付交付金

※平成23年度は、（項）児童手当及子ども手当交付金

（目）子ども手当交付金

・子ども育成事業費 （項）育成事業費

（目）育成事業費補助金

※平成23年度は、（項）児童育成事業費

（目）児童育成事業費補助金

平成２４年６月支給分については、「子ども手当交付金」（平成２４

年２，３月分）及び「子どものための手当交付金」（平成２４年４、５

月分）の２本の交付金を５月下旬に資金交付する予定である。

なお、申請期限は、「子ども手当交付金」については電子データの

提出（３月20日）、また「子どものための手当交付金」については、

ＷＩＳＨシステム入力（４月下旬）を予定しているので準備をお願い

したい。（関連資料７～９参照）
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（４）平成２３年度特別措置法に基づく子ども手当の申請勧奨について

厚生労働省で、特別措置法に基づく現行の子ども手当の申請状況や

未申請者に対する自治体の申請勧奨の取組状況に係るサンプル調査

（20自治体）を実施したところ、未申請者が１割程度いる可能性がある

ことが判明した（１月下旬～２月上旬にかけて調査、２月14日公表）。

自治体における未申請者に対する申請勧奨の取組については、厚生

労働省からも再三お願いしているところであるが、申請期限まで１か月

足らずとなっており、未申請者に対して個別通知により勧奨するなど、

よりきめ細かな申請漏れ対策の実施をお願いしたい。

また、施設等受給資格者（里親、児童福祉施設の設置者等）の未申請

の状況については、市町村間でばらつきが大きいと思われるが、施設の

数は限られており、対象施設も特定されていると思われるため、通知等

による勧奨だけでなく、直接電話や面談等により勧奨を促すなど、きめ

細かな対応をお願いしたい。

厚生労働省としても、厚生労働省ホームページ、政府広報等による

周知広報を行う他、マザーズハローワークでのリーフレット配布、児童

福祉施設等関係団体を通じた周知等を行っているところである。今後、

申請期限に向け、一層の取組をしていきたい。（関連資料10参照）

未申請者に対する申請勧奨の取組例

（１）一般受給資格者を対象とした申請勧奨の取組

（未申請者への個別勧奨）

○未申請の方に個別に申請にかかる案内を郵送

※必ず開封して読んでいただくよう、重要なお知らせである旨封筒に記載するなど工夫

（周知広報）

対象者である中学生以下の子どもを持つ方へ確実に周知するよう工夫

○保育所、幼稚園、小中学校等において、申請勧奨にかかるリーフレット

を配布（保育所所管部局や教育委員会等、関係部局との連携）

○児童館、子育て支援施設、保健所、小児科・産科の医院など、対象者が

集まりそうな場所や施設においてリーフレットを配布・ポスターを掲示

（２）施設等受給資格者を対象とした申請勧奨の取組

通知等による勧奨だけでなく、直接電話や面談等により申請を促すなど、

- 16 -



きめ細かい対応を行う

○未申請の施設等受給資格者（里親、児童福祉施設等）に対して直接電

話し申請を促す など
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